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■ 実践コラム
『帳簿のつけ方が悪いために融資を見送られた事例』
…税金の計算は１年間の利益、経営や財務の判断は毎月の利益で行われます。
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ある社長様が相談に来られました。資金繰りが厳しいので融資を受けたいとのことです。決算書を拝見
したところ、売上が大幅に増加しており利益も出ています。取引条件をお聞きすると、仕入は現金で
販売は掛売との回答でした。資金繰りが厳しい要因は、売上高の増加による増加運転資金の発生で
あるとすぐに分かります。

売上の増加に伴う資金不足は前向きな事象です。金融機関も喜んで応じてくれる場合が多く、当社も保
証協会の保証付きで融資を申し込みました。断られることはない、と高をくくっておりましたが、結果は
「もう少し様子を見たいので今回はお見送りで・・・」との回答でした。どうしても納得が行かなかった
ため、担当者に理由を何度も問いただすと、「売上高が怪しい」と見られていることが分かりました。

保証協会は過去６カ月程度の月別売上高を確認します。月別売上高は、税務申告資料の一部である
法人事業概況書に記載がありますので、金融機関の担当者は、その数字を保証協会に報告したようで
す。法人事業概況書に記載されている月別売上高は、会計ソフト（帳簿）から転記されるのが一般的で
す。当社の会計ソフト（帳簿）上の月別売上高を見ると、決算月の売上高が他の月に比べて倍増して
いました。保証協会は、当社が好決算を演じるために、決算時に架空売上高を計上したのではないか
と怪しんでいるようです。

社長様にお聞きすると、特に決算月に売上高が倍増した記憶はないが、架空売上高を計上した覚えも
ないとの事でした。さらに原因を探るために総勘定元帳を調べたところ、当社は、普段は現金主義で
売上高を計上し、決算月に発生主義の売上高を加えていることが判明しました。

売上代金を受け取った時点で売上高を計上するのが「現金主義」です。一方、モノやサービスを提供
した時点で売上高を計上するのが「発生主義」です。社長様によると、発生主義で売上高を計上する
のは手間であるため、普段は入金があった金額を売上高として計上し、決算の時に税理士さんが
発生ベースの売上高を足している、とのことでした。

帳簿は発生主義でつけるのが原則です。当社のような掛売の場合、現金主義で帳簿をつけると
売上高が１か月ずつ遅れて計上されます。よって決算月は１か月遅れで計上された前月の売上高と、
当月発生した当月売上高の２か月分が計上されることになります。

税金の計算は年ベースで行いますので上記の対応で問題ありません。しかし、経営や銀行の目線で
見ると、毎月の利益状況が正確に把握できません。当社は、追加で正しい月別売上高と、期末売掛金
の回収状況を報告することにより、最終的には融資を受けることが出来ましたが、当初の申し込みから
４か月も時間を要してしまいました。

会社の事業実態は何ら問題が無いのに、帳簿のつけ方が悪くて融資を受けられないなど、決して
あってはいけないことです。
しかし、中小企業の資金調達の現場では、このようなことが頻繁に起きています。当事務所は、
税務だけでなく、経営や銀行の目線で会計数字をお預かりしている税理士事務所です。
つまらないことで経営危機に陥らないために、弊所とのお付き合いをご検討ください。
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■ お役立ち情報
『「企業内人材育成推進助成金」について』
…従業員の育成に取り組む事業主を支援する助成金です。
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平成２７年度の雇用関係助成金では、従業員の育成に取り組む事業主を支援する助成金制度が
創設・拡充されています。
その中の一つ「企業内人材育成推進助成金」は、雇用保険適用事業所の事業主が、労働局長の
認定を受けた人材育成制度の導入・適用計画に基づいて、計画期間内に制度を導入し、
その制度を雇用保険被保険者である従業員に適用した場合に支給される助成金です。
人材育成を積極的に実施していこうとお考えの方は、ご検討ください。

■助成金の対象となる人材育成制度
次の３つの制度が助成対象となります。
◇教育訓練・職業能力評価制度
◇キャリア・コンサルティング制度
◇技能検定合格報奨金制度

■助成金額（中小企業以外の場合はそれぞれ半額）
◇教育訓練・職業能力評価制度助成制度導入助成：５０万円
実施助成：制度適用者１人あたり５万円（上限１０人）

◇キャリア・コンサルティング制度助成
制度導入助成：３０万円
実施助成：制度適用者１人あたり５万円（上限１０人）
キャリア・コンサルタント育成助成：１人あたり１５万円（上限１０人）

◇技能検定合格報奨金制度助成
制度導入助成：２０万円
実施助成：制度適用者１人あたり５万円（上限１０人）
※制度導入助成は、人材育成制度を導入し、その制度に基づき１名以上の従業員に適用した
場合に支給されます。

※３つの人材育成制度を組み合わせて活用することも可能です。
例えば、職業能力評価制度とキャリア・コンサルティング制度を導入し、それぞれの制度を従業員
に適用すれば、助成金 額は９０万円になります。

※同一の従業員に制度を適用して、複数回の実施助成を受給することも可能です。

■主な要件
１．雇用保険適用事業所の事業主であること。
２．人材育成制度の導入・適用計画を作成し、制度導入の１か月前までに労働局に提出して認定を
受けること。

３．職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を作成すること。

企業内の人材育成に取り組もうとお考えの方は、是非ご検討ください。


